
資料２

国土交通省における取り組み（第１回懇談会で指摘のあった事例）



秋葉原・神田地域 ＵＤＸビル計画（都市再生特別措置法関連）

○秋葉原・神田地域を平成１４年７月に都市再生緊急整備地域に指定

○秋葉原地域においては、秋葉原駅周辺の大規模低未利用地の土地利用転換等により、ＩＴ関連産業など新しい産業機能の
導入及びこれと連携する商業・業務・交流機能の強化等を目指しており、同地域内のＵＤＸビル計画（都市再生事業）を平成
１５年１０月に国土交通大臣認定し、税制の優遇措置により支援

１．都市再生事業（秋葉原ＵＤＸビル計画）の目的

秋葉原という都心部に近接するターミナルとしての立地を活かした交通結節

機能の強化、歩行者ネットワークの充実及びＩＴ関連産業など新しい産業機

能の導入を目的として、商業・業務・交流機能の整備を図る

２．事業期間 平成１５年８月２０日～平成１８年３月３１日

３．事業区域 東京都千代田区外神田1丁目76-2、及び4丁目49-1（従前地地番）
面積 約１１，５５０㎡

４．事業の概要

（１）建築物の建築面積等

階数：地上２２階、地下３階

建築面積：約８，５６０㎡、延べ面積：約１６１，６８０㎡

用途：業務施設、商業施設、展示場、駐車場

（２）公共施設

・歩道状空地、広場状空地、屋外貫通通路、人口地盤上空地

※ＵＤＸビル（平成１８年３月竣工）

施行前

※土地区画整理事業により、旧貨物駅や神田市場等の大規模空閑地

を活用し都市拠点を形成

秋葉原ダイビル

秋葉原UDX施行後

施行前





日本のアニメを活用した国際観光交流等の拡大による地域活性化調査

（２）地域の新たな文化を創出する取り組み（創出）

（４）文化交流を促進する取り組み（交流）

（５）地域の歴史文化の振興に資する地域づくり、まちづくりへの住民参加・協働による取り組み（住民参加・連携）

【取り組みの概要】

日本のアニメを通じた国際観光交流の拡大を目指し、アニメに関するニーズの把握、アニメ等と他産
業との連携強化、アニメ関連施設を活用した地域交流拠点の構築、アニメ関連施設間の広域連携に
ついて検討を行い、アニメ等を核とした持続可能な交流を通じた地域活性化方策を検討する。

目

的

調

査

●青少年・国際交流拠点の構築
●地域同士の連携と海外へ向けたPR
●アニメを地域振興の核とした国際競争力のある観光地づくり
●京都市において、平成18年11月京都国際マンガミュージアムがオープン予定
平成20年には同地で国際マンガサミットの開催が決定
●日本アニメの国際賞受賞やコンテンツとしての世界的人気の高まりを活用
●「外国人から見た観光まちづくり懇談会」（第1回：平成18年2月）において、外
国人有識者より「ゲーム、マンガ、サブカルチャーなどの日本の若者文化を紹
介すべき。」との指摘

モデル地域・エリアでの検討

●各地域のアニメ等の作家や
キャラクター等をテーマにした博
物館や地域づくりの取組を広域
的に連携し、魅力的な国際観光
ルートの構築及びビジット・ジャ
パン・キャンペーンと連携した世
界へのPR（宝塚市、倉敷市、境
港市、北栄町）

●マンガに関連する
大学やミュージアム
による、地域に根ざし
た青少年交流・国際
交流拠点構築のため
の公開講座・体験講
座等の仕組みづくり
（京都市）

●アニメ等のコンテ
ンツの流通・集積
地にある大学の人
材や企業とのネット
ワークを活用した、
新たな国際観光交
流ビジネスモデル

の検討 （東京都）

○モデル地域・エリア
での検討を踏まえ、各
地で活用可能なアニメ
コンテンツと観光との
連携強化のための方
策や推進体制のあり
方の取りまとめ

◇観光立国の実現！！

◇日本のアニメ等の
ブランド力向上！！

全国規模での取組の
展開が加速

成 果

●アニメ等を核とした国際観光交流
ビジネスモデルの構築

●アニメ等による国際交流を通じた
地域振興

●広域連携の実現、テーマ性の創出
による訪日外客の増加

●アニメツアー等による外国人旅行
者の訪日動機の形成

地域の活性化



町家等再生・活用ガイドラインの策定 （平成１６年１２月２７日）

全国の都市に存する町家等の伝統的工法による木造建築物（町家等）の再生・活用を促進し、良好な景観の
形成等による都市再生や地域の活性化を進めるため、 町家等の再生・活用や町家等を活かしたまちづくり
を進めていくための基本的な考え方、手順等についてとりまとめ、ガイドラインとして公表

１． 全国に存する町家等は、歴史的な背景や工法、立地条件等の状況が多様なことから、本ガイドラインは、全国の町家等に
共通する事項についての基本的事項についてまとめたもの

２． 町家等単体での再生・活用は、所有者等が主体となることから、所有者等を対象として、町家等そのものの再生・活用の
基本的考え方、進め方や手法等を提示

３． さらに、町家等はまちなかで集積していることが多いことから、それらを活かしたまちづくりを推進していくため、所有者等
はもとより、地方公共団体、住民団体等を対象として、町家等を活かしたまちづくりの基本的考え方や手順等を提示

４． また、街なみ環境整備事業により住宅等の新築、増築、改築、修繕に係る工事費のうち、屋根、壁等外観に係る経費を補
助の対象として支援。

改修前

※代表的な事例：取り組みの紹介：商業施設（物販店舗）
・おもてにショーウィンドウを新設した。

・板子格子を新設した。

・道路際いっぱいに建ち並ぶ店舗から、表庇下半間を下げ、

通りに対しゆとりを与えた。

改修後

・ミセの機能を復活した。

・ミセには、実演しながら接客ができるよう、ミセ台を設置した。

外 装

内 装



体験型見学会（エクスカーション）の取り組み
（中部地方整備局）

エクスカーションとは、従来の見学会や説明を受けるタイプの視察とは異なり、ひ
とつの場所で時間をかけて地域の自然や歴史、文化など、さまざまな学術的内容で
専門家の解説を聞くとともに、参加者も現地での体験や議論を行い社会資本に対す
る理解を深めていく「体験型の見学会」です。



体験型見学会（エクスカーション）の取り組み
（中部地方整備局）







国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）

本公園では、家族で楽しく遊べるよう遊具や大芝生広場等を提供するとともに、高齢者でも楽しめる
よう日本庭園や花修景等の美しい景観の創出を行うなど、各世代に対応した公園の整備を行っている。
また、「こもれびの里」では市民参加により大人と子供が一緒に里山の景観づくりを行っており、世代間
交流の場となっている他、誰でも公園を楽しめるよう園内のバリアフリー化も推進している。

みんなの原っぱ

こどもの森

レインボープール

大規模な花修景（左：チューリップ、右：コスモス）

日本庭園

家族で楽しく遊べる場 美しい自然や風景を楽しめる場世代間の交流の場

こもれびの里の市民参加

バリアフリー化の推進

車椅子でも使いやすいトイレ



自然や歴史的な町並みを活かした総合的な景観形成の取組
（京都府 京都市）

（１）地域の歴史文化を保全・再生する取り組み（保存・保全・再生）

（２）地域の新たな文化を創出する取り組み（創出）

（３）地域の歴史文化を伝承する取り組み（伝承）

（４）文化交流を促進する取り組み（交流）

（５）地域の歴史文化の振興に資する地域づくり、まちづくりへの住民参加・協働による取り組み（住民参加・連携）

【取り組みの概要】

京都市は数多くの社寺等の建造物、史跡、名勝及び歴史的な建造物からなる風情あ
る町並みなどを有し、昭和47年の景観条例の制定などにより景観の形成に努めてきたが、
平成17年の景観法全面施行に伴い、自然・歴史的景観の保全を含め、これまで個々に取
り組んできた景観施策をまとめ、法定の景観計画として策定した。

区域図（京都市景観計画）

市域を取り巻く自然風景の保全と
市街地景観の整備の総合的取組

風致地区、歴史的風土特別保存
地区の活用等

・ 伝統的建造物群保存地区、
景観地区の活用
・ 景観条例による景観形成等

自然景観

市街地景観

・歴史的な町並みの保全
（伝統的建造物群保存地区等）

歴史的な建物等と調和
のとれた町並みの形成
（景観地区等）

イメージ（景観地区の例）

広域的な取組の例

・電線類の地中化、石畳
化等

コアとなる地域での取組

祇園町南地区

市域全域で屋外広告物を規制

京都駅
勾配屋根や庇の設置、
壁面の後退等



小田原城周辺地区

小田原駅周辺地区

小田原城天守閣

国道 1号

小田原駅

景観計画重点区域

小田原城周辺地区

小田原駅周辺地区

小田原城天守閣

国道 1号

小田原駅

景観計画重点区域

小田原城周辺等の重点整備と市域全域の景観規制の取組
（神奈川県 小田原市）

（１）地域の歴史文化を保全・再生する取り組み（保存・保全・再生）

（２）地域の新たな文化を創出する取り組み（創出）

（３）地域の歴史文化を伝承する取り組み（伝承）

（４）文化交流を促進する取り組み（交流）

（５）地域の歴史文化の振興に資する地域づくり、まちづくりへの住民参加・協働による取り組み（住民参加・連携）

【取り組みの概要】

小田原市は平成2年に都市景観ガイドプランを策定し、景観条例により小田原城周辺
等の景観形成を進めてきたが、平成17年6月には市街化区域全域での高度地区指定、
同年12月には全域を対象とした景観計画の策定（小田原城周辺を重点区域に指定）、平
成18年9月には屋外広告物条例を制定するなど、市内全域でのルール作りを進めている。

市域全域において一定規模以
上の建築物・工作物について、
外観の色彩を制限

市街化区域全域を対象に高度
地区を指定し、建築物の高さを
制限

屋外広告物条例を制定し、景観計画重点区域を
適用区域として、屋外広告物の色彩を制限

広域的な取組 コアとなる地域での取組

市域全域を区域とする景観計画策定 小田原城周辺地区等を景観計画重点区域を設定

低層建築物のイメージ例 小田原城周辺地区のお濠端通

市域化区域全域に高度地区を指定

勾配屋根等により小田原城址と調和のとれたスカイラインを形成


